
評価シート③
大項目「教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務」
【決算委員会資料　簡易版】

手段 目的 22年度　評価結果【内部】 成果指標名

病院に入院し治療を受けている、病弱で特別な支
援を必要とする児童が、治療に支障がない範囲に
おいて入院中も教師と関わり、学習を継続すること
ができます。

児童の長期（１か月以上）入院に伴って開
級するもので、該当する児童がいる場合に
は、すぐに対応しています。いつ該当する
児童が出現するか予測できないところが、
対応の難しさとしてあげられます。

総合病院内に特別な支援が必要な児童のた
めの病弱学級を運営し、学校教育の空白を補
います。一人一人の状況に応じた学習のため
の教材を充実します。

佐世保市立小中学校の
児童・生徒です。

児童・生徒が、①豊かな心を培う②確かな学力を身
につけること、校長のリーダーシップの下に、保護
者や地域と連携した生き生きとした活力のある教育
活動を展開することを目的としました。小学校にお
いて、適切な小動物の飼育ができようにします。児
童・生徒が、自ら食生活を改善することができます。

成果指標
（目標）

教育
方針

努力
目標

政策 施策
事務
事業

22決算
（千円）

成果指標
（実績）

（参考）
２１年度指

標
備考対象

95％

言語面で支援が必要な幼児が、就学前の言葉の問
題を改善できます。また、保護者の言葉に関する育
児不安を軽減し、対象児の言葉の問題の改善をサ
ポートします。

幼児ことばの教室の利用方法は、定期的に
教室に通い、指導や相談を受ける通級と、
その都度相談する教育相談があります。保
護者にとっては、それぞれに良さがあり、一
概に効率性を課題にできませんが、総じて
通級対応と相談対応のバランスをとり、対
象児のことばの状態に応じて改善・克服を
図るための指導の質を高めることが課題で
す。

幼児ことば
の教室の満
足度

学校教
育の充
実

確かな
学力の
向上
（義務
教育）

小学校
情報教
育推進
事業

181,202 ％

％
学校教
育の充
実

幼児教
育の充
実

幼児こと
ばの教
室運営
事業

佐世保市立小学校の児
童及び教職員並びに保
護者。

児童が、学校教育の中でコンピュータ等をあらゆる
学習活動の場面で道具として活用できるようにする
とともに、教職員が前述の内容を指導できるように
することを目的としています。また、学校教育活動
の保護者及び地域への発信により連携を深めま
す。

パソコン及び地域イントラの整備がほぼ完
了し、今後は情報の共有化等を利用し、新
たな分野での経費削減を検討していきま
す。

パソコンで指
導できる教
職員の割合

90 ％ 93

75

6,841
言葉に障がいのある、
幼児及びその保護者。

市内の１小学校内に幼児を対象とした言語障
がい通級指導教室を運営し、言葉の問題で悩
んでいる幼児及びその保護者に対する指導
や相談を実施します。

80 ％

％

90 ％ 82

学校教育ネットワーク環境の円滑な運用のた
めに、ネットワーク機器の保守委託を行いまし
た。また、教職員のＩＣＴ活用能力及び情報モ
ラル指導力の向上を図るため、パソコン研修
会を１２回実施しました。学校教育活動を保護
者及び地域へ公開し発信するためにホーム
ページの更新を随時行いました。

99

％

71 ％99,973
佐世保市立中学校の生
徒及び教職員並びに保
護者

学校教育ネットワーク環境の円滑な運用のた
めに、ネットワーク機器の保守委託を行いまし
た。また、教職員のＩＣＴ活用能力及び情報モ
ラル指導力の向上を図るため、パソコン研修
会を１２回実施しました。学校教育活動を保護
者及び地域へ公開し発信するためにホーム
ページの更新を随時行いました。

生徒が、学校教育の中でコンピュータ等をあらゆる
学習活動の場面で道具として活用できるようにする
とともに、教職員が前述の内容を指導できるように
することを目的としています。また、学校教育活動
の保護者及び地域への発信により連携を深めま
す。

パソコン及び地域イントラの整備がほぼ完
了し、今後は情報の共有化等を利用し、新
たな分野での経費削減を検討していきま
す。

％ 100

病院に入院し治療を受
けている、病弱で特別な
支援を必要とする児童
です。

％

院内学習が
できる児童
が適正に教
育を受けた
割合

100 ％ 100

パソコンで指
導できる教
職員の割合

80

学校教
育の充
実

確かな
学力の
向上
（義務
教育）

病院内
病弱児
童支援
事業

13

％％
学校教
育の充
実

確かな
学力の
向上
（義務
教育）

特色ある
学校づく
り対策事
業

41,250

教育の今日的な課題（望ましい学校経営の
在り方の実現や食育など）に対応するため
には不可欠な事務事業であり、また、将来
の活力あふれる佐世保市づくりを担う市民
の育成に資する事業と考えています。しか
し、活動と目的の一部が適合していない部
分があり、次年度は、事務事業体系の見直
しを実施し、食育及び小動物飼育を別事業
と位置付けます。

教職員
資質向
上事業

15,214

教育活動の充実のためには、教職員の資
質向上が必要であり、そのためには市が積
極的に関与する必要があると考えていま
す。指定校の研究には高い評価が寄せら
れており、今後は、その内容を教職員一人
一人が確実に身に付けさせることが必要と
考えています。

市内の小・中学校教職
員。

①市内小・中学校校長会及び教頭会への研
究委託。②市内小・中学校教育研究会への研
究委託。③実験学校への研究委託④パソコン
研修会の開催。

98 ％

9799

％98

全国学力調査、知能検査の結果に基づいて児童生
徒の状況に応じた支援・教育相談・進路指導等を
実施できるようになります。

学年は限られているが、佐世保市内の同
年代全生徒の学力等についての検証は、
より効果的な学習指導につながると考えて
います。

全国学力・
学習状況調
査の市内全
体の学力達
成率

25,671

％

特色ある学
校づくり対策
事業効果の
達成率

小中研究発
表会参加者
の満足度

94 ％

委託契約を結び、各学校における特色ある教
育活動実践の支援するとともに、活動の把
握、指導・支援を行い、実践を冊子にして公表
しました。市獣医師会と委託契約して研修会を
開催し、小動物の飼育方法の理解を促進しま
した。食育推進校に研究を委託し、研究成果
をシンポジウムで啓発しました。

学校教
育の充
実

確かな
学力の
向上
（義務
教育）

基礎学
力・学習
意欲向
上推進
事業

教職員の資質が向上し、市内小・中学校における
教育活動が充実し、児童・生徒が確かな学力と豊
かな心を培うことができるようになることをねらいと
しています。

平成２３年度においては、
東日本大震災の影響によ
り、当該調査の実施に影響
が生じています。

％％103 99％
全小・中学校児童生徒
及び教職員。

次のとおり標準検査を実施しています。●知
能検査は小学校２年生、中学校２年生●全国
学力調査は小学校６年生（国語・算数）、中学
校３年生（国語・数学）

101

学校教
育の充
実

確かな
学力の
向上
（義務
教育）

中学校
情報教
育推進
事業

確かな学
力と豊か
な心を育
成する特
色のある
学校づく
りの推進

新しい時
代を生き
抜くため
のたくま
しさと豊
かな心を
育むとと
もに、郷
土佐世保
を愛し、
国家及び
国際社会
に貢献す
る市民を
育成す
る。
そのた
め、学
校・家庭・
地域社会
が一体と
なり学び
の社会の
実現をめ
ざし、人
としての
尊厳及び
責務を重
んじた教
育の推進
に努め
る。

学校教
育の充
実

確かな
学力の
向上
（義務
教育）
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大項目「教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務」
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手段 目的 22年度　評価結果【内部】 成果指標名
成果指標
（目標）

教育
方針

努力
目標

政策 施策
事務
事業

22決算
（千円）

成果指標
（実績）

（参考）
２１年度指

標
備考対象

93 ％

特別な支援を必要とす
る児童・生徒。（特別支
援学級、通常学級に在
籍するＬＤ等発達障がい
や難聴、言語障がい、
肢体不自由等障がいの
ある児童・生徒。）

　適正就学のための就学相談体制や就学指
導委員会の設置・運営。特別支援学級や通常
学級の運営充実のための人的支援（補助指
導員の派遣）、学習教材や体験学習の充実、
並びに障がい児への理解の啓発〔心身障がい
児（者）育成協議会への活動補助〕、通級教室
の運営をとおして「自立活動」の指導及び学力
の補充を行います。

それぞれの児童生徒が自分の力を発揮し、自立へ
の意欲を持つ。また、それぞれの児童の障がいの
改善・克服が進み、社会参加または、周りと関わり
ながら生活することができるようにします。

通常学級に在籍している特別な教育的
ニーズのある児童・生徒や特別支援学級に
在籍する児童・生徒の個々のニーズに対応
することによって、障がいのある児童・生徒
が安心して学校生活を送ることができるよう
に配慮しています。しかし、よりきめ細かに
対応するために、特別支援教育補助指導
員の増員を検討する必要があります。

特別支援教
育補助指導
員の貢献度

％ 90 ％73,831

3,464
市内の小・中学校の児
童、生徒

いじめや不登校などの児童生徒の問題行動
の未然防止・早期対応・早期発見のために、
スクールソーシャルワーカーを学校に派遣しま
す。また、児童生徒や保護者・教職員の心の
ケアのために、スクールカウンセラーが配置さ
れていない学校の要請に応じて、臨床心理士
等を派遣し、カウンセリングや研修会を開催し
ます。

教職員が、いじめや不登校などの問題を抱えてい
る児童・生徒及び保護者等に対して、適切な対応を
することができます。

いじめ・不登校などの児童生徒の問題行動
の未然防止、早期対応のために、児童生
徒の心の安定や保護者の不安解消、教職
員の資質向上を図るための臨床心理士や
スクールソーシャルワーカーを派遣し、学校
の対応能力をあげていくとともに、社会全体
の問題と捉え、これまで通り、福祉の分野
や医療の分野との連携を充実させていきま
す。

75,618
学校教
育の充
実

確かな
学力の
向上
（義務
教育）

尐人数
指導支
援事業

％％
尐人数指導による習熟度別学習（Ｔ・Ｔを含む）
を行うため、非常勤講師を配置します。

特色ある学校づくり対策事業・学力充実実践事業と
連携し、児童・生徒の基礎・基本の定着と、学力充
実及び学び方や基本的な生活習慣の定着を図りま
す。

85 82.4
市民，保護者，学校から高い評価を受けて
おり，非常勤講師の増員が求められていま
す。

配置校の学
校評価（先
生は子ども
をよく理解し
授業が分か
りやすいと感
じている割
合）の値

学校教
育の充
実

確かな
学力の
向上
（義務
教育）

教育セン
ター事業

％

学校教
育の充
実

確かな
学力の
向上
（義務
教育）

障がい
児教育
推進事
業

82.5

①児童生徒数が１学級
４０人に近い学級をもつ
学校　②習熟の程度に
応じた尐人数指導に積
極的に取り組む学校
③尐人数指導加配や非
常勤講師（県）等の措置
が尐ない学校　④研究
指定を受けている学校

95

98.9 ％16,486
佐世保市立小・中学校
の教職員

教育に関する研究調査及び教育関係職員の
研修（基本研修・職能研修・授業改善研修・専
門研修・特別研修）を実施します。

研究調査及び教育関係職員の研修を受講すること
により、教育課程上の諸問題を解決したり、授業力
の向上や専門性を高めるなど資質向上を図りま
す。

　いつの時代でも子どもの教育環境の最大
の要素は教職員です。様々な教育課題に
対応できる資質・指導力のある教職員、熱
意と主体性のある教職員を育成するため内
容・方法を工夫した効果的・効率的な研修
を実施しました。また、法令等でも定められ
た研修等でもあることから教職員の資質向
上のためには実施は不可欠です。参加者
からも高い満足度が得られています。

研修内容満
足度

学校教
育の充
実

確かな
学力の
向上
（義務
教育）

特別支
援教育
相談事
業

3,638

特別な支援を必要とす
る幼児・児童・生徒及び
保育、教育に携わる教
員や保護者

●佐世保市特別支援教育相談員を雇用　●
就学相談事業の流れ　就学・転学相談→相談
員による在園・在校観察→就学指導委員会で
の審議・答申→教育措置（学校教育課）●継
続相談

98.0 ％

学校教
育の充
実

豊かな
心を育
む教育
の充実
（義務
教育）

いじめ・
不登校
対策事
業

特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒が適正な
就学と障がいに配慮した適切な教育を受けられる
ようになります。

児童生徒の実態に即して、その子のための
適正就学を保障することは、行政に課せら
れた責務です。今後も増加及び多様化しつ
つある障がい児の現状を踏まえ、保護者の
意向を尊重しつつ、特別支援への理解、啓
発及び適正な教育的支援をさらに進めてい
くとともに、就学相談にかかわる事業の推
進に一層努めていきます。

適正就学率 90.0 ％

いじめの解
消率

100 ％ 95.8 ％ 94.8

学校教
育の充
実

豊かな
心を育
む教育
の充実
（義務
教育）

心の相
談充実
事業

確かな学
力と豊か
な心を育
成する特
色のある
学校づく
りの推進

％

％ 94.1 ％95.6

9,327 件9,043
市内小・中学校児童生
徒

①中学校に心の教室相談員を配置します。②
児童生徒理解支援システムの活用促進を図り
ます。③スクールカウンセラー連絡協議会を
開催します。

教職員が児童生徒の理解を深め、多方面から支援
を行ったり、悩みや不安を抱えている児童生徒がス
クールカウンセラーや心の教室相談員に相談したり
することによって、子ども達が楽しく学校生活ができ
る環境をつくります。

生徒の諸問題の背景を考えると、生徒が気
軽に相談員に話をすることにより、生徒の
心の教育及び心の安定を図ることができま
した。また、スクールカウンセラー連絡協議
会を開催することにより、スクールカウンセ
ラーと各関係機関の相互理解と連携が図ら
れました。さらに、児童生徒理解支援システ
ムを活用することにより、教職員間の児童
生徒の共通理解や小中の連携がスムーズ
になされます。

スクールカウ
ンセラー相
談件数及び
心の教室相
談件数

（道徳）教師の資質向上や道徳資料作成の技
能を高めるための研修会を行います。（性教
育）教職員、保護者、地域の方々を対象とした
研修会を開催します。

新しい時
代を生き
抜くため
のたくま
しさと豊
かな心を
育むとと
もに、郷
土佐世保
を愛し、
国家及び
国際社会
に貢献す
る市民を
育成す
る。
そのた
め、学
校・家庭・
地域社会
が一体と
なり学び
の社会の
実現をめ
ざし、人
としての
尊厳及び
責務を重
んじた教
育の推進
に努め
る。

9,000 件 12,045 件

98.9 ％

道徳の授業
に対する保
護者や地域
住民の満足
度

100 ％ 96.5

平成21年度に不登校児童
の割合が多い中学校に14
校に配置していた「心の教
室相談員」を平成22年度は
6校追加し、20校と増やした
ことにより、心の教室相談
員への相談件数が増加しま
した。

学校教
育の充
実

豊かな
心を育
む教育
の充実
（義務
教育）

道徳教
育等推
進事業

344 児童・生徒及び教職員。 ％ 96 ％

（道徳）教師の道徳教育に関する指導力が向上す
ることにより、児童・生徒の心に響く授業が図られま
す。（性教育）性やいのちに関する研修会を開催す
ることにより、児童・生徒への性教育が一層充実す
ることをねらいます。

（道徳）豊かな心の育成は本市教育の大き
な課題の一つであり、当事業の充実は極め
て大きな意味を持っています。今後も、充実
を図っていく必要があります。（性教育）命
の教育とともに十代の人工中絶の問題は、
身近な課題として認識されています。性教
育の充実は、これからの佐世保を担う児童
生徒の育成のために重要な事業です。
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評価シート③
大項目「教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務」
【決算委員会資料　簡易版】

手段 目的 22年度　評価結果【内部】 成果指標名
成果指標
（目標）

教育
方針

努力
目標

政策 施策
事務
事業

22決算
（千円）

成果指標
（実績）

（参考）
２１年度指

標
備考対象

学校教
育の充
実

豊かな
心を育
む教育
の充実
（義務
教育）

豊かな心
をはぐく
む実践
事業

2,282
佐世保市の児童・生徒、
保護者、地域住民及び
教職員

・「いのちを見つめる強調月間」の設定。・市内
全小・中学校において道徳授業の公開。・「豊
かな心をはぐくむ実践研究」研究校の指定。

・児童・生徒と、保護者・教職員が共に行動する場
を設定することで、心のふれあいが深まり命の重み
を感じ取ることができるようになります。・研究指定
校の取り組みを発信することで、具体的な実践モデ
ルが提示できます。

講演会の実施や，各小中学校区で見られ
た道徳授業の展開及び体験活動等，活動
の充実が図られています。今後これらの活
動をとおしていかに継続浸透させていくか，
その中で児童生徒の心が豊かにはぐくまれ
ている姿をどのように捉えていくかが課題と
なります。

学校・家庭・
地域連携満
足度

90 ％ 93.5 ％ 88 ％

人 726 人

原則的には、市内在住
の不登校や問題行動を
起こしている児童・生徒
及びその保護者、学校
（教師）が中心ですが、
市外や成人及びその家
族からの相談にも対応
しています。

●来所相談・訪問相談・電話相談の３つの方
法で対応。●専用相談電話（愛のテレホン）を
設置。●休日教育相談（毎月第３日曜日　１
３：００から１６：００まで）の実施。

相談者が、相談担当から適切・的確なアドバイスや
情報を得て、尐しでも悩みが緩和したり、解決したり
することを目的としています。

例年同様に、平成２２年度も【相談受理件
数】が多かったです。【相談対応回数】は、
個人の悩みが対象なので平成２３年度の動
きは不明です。しかし、昨年度以上に広報
活動に力を入れたり、学校訪問を積極的に
行ったりしていきたいと考えています。

教育相談対
応延べ人数

450

学校教
育の充
実

豊かな
心を育
む教育
の充実
（義務
教育）

学校適
応指導
対策事
業

5,225

人 752
学校教
育の充
実

豊かな
心を育
む教育
の充実
（義務
教育）

教育相
談活動
事業

10,358

●市内在住の不登校児
童・生徒及びその保護
者。●不登校児童・生徒
のいる小中学校。

●不登校児童・生徒に対して相談指導を行
い、児童・生徒が存在感を実感でき、精神的
に安心できる“心の居場所”づくりの役割を担
います。さらに、保護者の悩みや苦しみをあり
のままに受け止め、学校復帰への援助を行い
ます。●また、教育的環境を整備して通級児
童・生徒の学力の補充や体験活動の充実を
行います。

不登校児童・生徒及びその保護者の不安や悩みを
取り除くとともに、不登校児童・生徒が小集団活動
を通して集団に適応できる能力を育みながら学校
へ復帰（進学）することを目的としています。

家に引きこもっている子どもたちは昼夜逆
転を起こしたり、他者との交流がないため
に、学校復帰を遠ざけています。そのため、
学校適応指導教室（あすなろ教室）に通うこ
とで生活リズムを戻し、集団活動の中で他
とのコミュニケーションを図ることで学校復
帰に近づけたいと考えます。

不登校児童
生徒の学校
復帰率

50 ％ 63 ％ 52 ％

％ 98.6 ％
教育委員会の委員・職
員、教職員

教育委員会の運営及び教育委員会事務局全
般の管理運営及び基礎的な根幹となる業務
に要する経費の支出を行います。

教育委員会の委員・職員の資質向上を目的としま
す。

教育委員報酬、教育委員会運営費という事
務事業の中には、教育振興基本計画の進
捗、教育委員会の自己点検及び評価をは
じめとした、教育政策の立案、検討そのも
のの経費が多大に含まれています。教育委
員会が行う全ての施策に、総合的に貢献し
ているといえます。

教育委員会
経常経費削
減率

94

学校教
育の充
実

安全・
安心な
教育環
境の確
保

小学校
施設整
備事業

1,104,849

％ 89.4
学校教
育の充
実

安全・
安心な
教育環
境の確
保

教育行
政一般
管理事
業

58,963

児童、教職員等の学校
関係者及び保護者や地
域住民の利用に供する
学校施設

校舎・屋内運動場等の耐震化及び校舎・屋内
運動場・プール等の改築を行います。

教育方法の多様化・高度化や環境変化により固有
に求められることになった機能へ対応した施設の質
的向上を目的とします。

今後、学校施設の老朽化が進むにつれ校
舎・屋内運動場・プール等の整備を必要と
する施設が増加すると考えられます。コスト
縮減を図りながら、教育環境の整備を維持
していかなければなりません。

事業実施率 100 ％ 100 ％ 100 ％

％ 100.0 ％

生徒、教職員等の学校
関係者及び保護者や地
域住民の利用に供する
学校施設

校舎・屋内運動場等の耐震化及び校舎・屋内
運動場・プール等の改築を行います。

教育方法の多様化・高度化や環境変化により固有
に求められることになった機能へ対応した施設の質
的向上を目的とします。

今後、学校施設の老朽化が進むにつれ校
舎・屋内運動場・プール等の整備を必要と
する施設が増加すると考えられます。コスト
縮減を図りながら、教育環境の整備を維持
していかなければなりません。

事業実施率 100

学校教
育の充
実

安全・
安心な
教育環
境の確
保

小学校
管理運
営事業

686,713

％ 100
学校教
育の充
実

安全・
安心な
教育環
境の確
保

中学校
施設整
備事業

308,469

佐世保市立小学校の児
童及び教職員

・小学校の管理運営、施設管理全般に要する
経費の支出を行います。（図書や教材等教育
活動で使用する備品等の購入、保護者負担
軽減及び教師の研修支援）

・義務教育である小学校において、必要な環境を効
果的かつ効率的に整えます。・児童が安全で充実し
た学校生活を送ることができます。

学校での多様な課題や環境変化に対応す
るため、各種の経費を要している。児童数
の動向等に左右されるが、効率的な予算執
行を念頭に、質を維持しつつもコストの縮減
に努め、安定的かつ効果的な学校運営を
図る必要があります。

小学校児童
１人あたりの
経常的管理
経費

22,499 円 21,245 円 19,313 円
水道料金の大幅な増に伴
い、一人当たりの管理経費
が上昇しました。

24,541 円
佐世保市立中学校の生
徒及び教職員。

中学校の管理運営、施設管理全般に要する
経費の支出を行います。（図書や教材等教育
活動で使用する備品等の購入、保護者負担
軽減及び教師の研修支援）

義務教育である中学校において必要な環境を効果
的かつ効率的に整えます。・生徒が安全で充実した
学校生活を送ることができます。

学校での多様な課題や環境変化に対応す
るため、各種の経費を要しています。生徒
数の動向等に左右されますが、効率的な予
算執行を念頭に、質を維持しつつもコストの
縮減に努め、安定的かつ効果的な学校運
営を図る必要があります。

中学校生徒
一人あたり
の経常的管
理経費

26,202

新しい時
代を生き
抜くため
のたくま
しさと豊
かな心を
育むとと
もに、郷
土佐世保
を愛し、
国家及び
国際社会
に貢献す
る市民を
育成す
る。
そのた
め、学
校・家庭・
地域社会
が一体と
なり学び
の社会の
実現をめ
ざし、人
としての
尊厳及び
責務を重
んじた教
育の推進
に努め
る。

確かな学
力と豊か
な心を育
成する特
色のある
学校づく
りの推進

望ましい
教育環境
の整備・
充実

円 25,797 円
学校教
育の充
実

安全・
安心な
教育環
境の確
保

中学校
管理運
営事業

425,229

％ 100 ％

経済的理由により、就学
困難と認められる児童
の保護者。遠距離通学
をする児童の保護者。
特別支援学級在籍者の
児童及び通級児童の保
護者。

・就学に必要な経費の補助を行います。（学用
品・通学用品費、給食費などの就学援助及び
特別支援教育にかかる就学奨励補助）・通学
費の補助を行います。（通学距離片道４ｋｍ以
上の児童及び通級児童の通学通級費補助、
上宇戸地区路線バスの補助、宇久地区通学
費補助）

保護者の経済的負担軽減を図り、児童が等しく教
育をうけることができます。

（就学援助事業）システムのカスタマイズ終
了後は教育委員会で検証後、学校でも説
明会を開いたのち使用してもらう考えです。

就学援助
費、特別支
援教育就学
奨励費適正
支給率

100 ％ 100
学校教
育の充
実

安全・
安心な
教育環
境の確
保

小学校
児童助
成事業

77,201
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評価シート③
大項目「教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務」
【決算委員会資料　簡易版】

手段 目的 22年度　評価結果【内部】 成果指標名
成果指標
（目標）

教育
方針

努力
目標

政策 施策
事務
事業

22決算
（千円）

成果指標
（実績）

（参考）
２１年度指

標
備考対象

学校教
育の充
実

安全・
安心な
教育環
境の確
保

中学校
生徒助
成事業

65,093

経済的理由により、就学
困難と認められる生徒
の保護者。遠距離通学
をする生徒の保護者。
特別支援学級在籍者の
生徒及び通級生徒の保
護者。

・就学に必要な経費の補助を行います。（学用
品・通学用品費、給食費などの就学援助及び
特別支援教育にかかる就学奨励補助）・通学
費の補助を行います。（通学距離片道６ｋｍ以
上の生徒及び通級生徒の通学通級費補助、
宇久地区通学費補助）

保護者の経済的負担軽減を図り、生徒が等しく教
育をうけることができます。

（就学援助事業）システムのカスタマイズ終
了後は教育委員会で検証後、学校でも説
明会を開いたのち使用してもらう考えです。

就学援助
費、特別支
援教育就学
奨励費適正
支給率

100 ％ 100 ％ 100 ％

％ 87 ％

児童生徒、教職員（栄養
教諭・学校栄養職員）、
調理士、保護者、地域で
す。

◆１、よりよい給食を提供するため、献立検討
会・献立委員会・調理実習・衛生教育研修会・
学校給食の試食会、「食育」講話等の実施。
◆２、佐世保市学校給食会運転資金貸付、佐
世保市学校給食会運営補助。◆３、学校給食
に関する調査、中学校給食に実施に向けての
計画立案です。

◆１児童・生徒が給食を生きた教材として、食を正
しく理解し、安全でおいしい給食を食べることです。
◆２給食に従事する職員が、衛生面を常に留意し、
安全でおいしい給食を提供することです。

◆全小中学校での完全学校給食の実施は
市民からのニーズは高い。◆安全で衛生的
な給食を提供するためには、給食施設や設
備の維持改善を計画的に行う必要がありま
す。

学校給食の
試食会、ふ
れあい給食
会の実施率

95

学校教
育の充
実

安全・
安心な
教育環
境の確
保

学校給
食費未
納対策
事業

4,136

％ 90.3
学校教
育の充
実

安全・
安心な
教育環
境の確
保

学校給
食事業

522,483

学校給食費を負担して
いる保護者です。

徴収員を雇用し、各学校から「滞納者」の報告
を受け教育委員会で把握し、対象者へ督促・
徴収をし、それでも支払わない保護者へは「法
的措置」を講じていきます。

学校給食費を負担している保護者が、学校給食の
あり方や給食費について理解し、学校給食費の未
納率が減尐することです。

◆学校と連絡調整を密に図り対応していき
ます。

学校給食費
の未納率

0.8 ％ 0.89 ％ 1.18 ％

％ 30.9 ％

２１年度については、子ども
の事故発生減尐率を成果
指標としていましたが、２２
年度からは、より分かりや
すい指標とするため、子ど
もの未事故率に変更しまし
た。

教職員、家庭、地域、警
察、生活安全関係機
関、「子ども１１０番の
家」。（声かけや誘拐・傷
害などの犯罪行為等か
ら子ども達を守るため、
緊急避難場所として学
校やＰＴＡ等が依頼した
家や店のことです。）

◆子どもを事故から守る協議会の開催　◆安
全啓発の「のぼり」「ステッカー」「事故防止チラ
シ」などの作成配付◆子ども１１０番の家協力
者に対する活動内容説明マニュアルを作成配
付します。

◆ステッカー配付により、子ども１１０番の家の表示
板として活用されます。◆マニュアル配付により、緊
急時の適切な対応ができるようになります。◆協議
会の開催を通して関係者相互の情報共有と、協力
連携体制の強化を図ります。

児童生徒の安全確保については、学校、家
庭、地域、行政、警察等の関係機関が一体
となって取組べきものです。各学校でも、子
ども１１０番の家を設置し、協力体制を構築
するなど、防犯体制の強化に努力していま
す。また、「子供を事故から守る協議会」を
開催し、今後もこの協議会の充実に努め、
警察や関係機関との連携を強化し、子ども
の安全対策を講じていくことが大切であると
考えています。

子どもの未
事故率

100

学校教
育の充
実

安全・
安心な
教育環
境の確
保

小学校
施設維
持改修
事業

246,282

％ 99.8
学校教
育の充
実

安全・
安心な
教育環
境の確
保

子どもの
安全対
策事業

545

児童、教職員等の学校
関係者及び保護者や地
域住民の利用に供する
学校施設

小学校等からの施設改修要望に対して、現場
確認を行い、教育環境の充実を安全性の確
保のために、改修が必要な箇所を精査し、改
修・補修等を行います。

改修が必要な箇所について、限られた予算の範囲
内で、効率的な執行を目的とします。

学校施設要望に対して、施設調査等の対
応は全て実施できました。今後、学校施設
の老朽化が進むにつれ改修等が必要な箇
所が増加する傾向にありますが、コスト縮
減を図りながら、一定の成果を維持できる
よう努力していく必要があると考えます。

予算額に対
しての執行
率

95 ％ 92.5 ％ 97.7 ％

％ 98 ％

生徒、教職員等の学校
関係者及び保護者や地
域住民の利用に供する
学校施設

中学校等からの施設改修要望に対して、現場
確認を行い、教育環境の充実を安全性の確
保のために、改修が必要な箇所を精査し、改
修・補修等を行います。

改修が必要な箇所について、限られた予算の範囲
内で、効率的な執行を目的とします。

学校施設要望に対して、施設調査等の対
応は全て実施できました。今後、学校施設
の老朽化が進むにつれ改修等が必要な箇
所が増加する傾向にありますが、コスト縮
減を図りながら、一定の成果を維持できる
よう努力していく必要があると考えます。

予算額に対
しての執行
率

95

学校教
育の充
実

安全・
安心な
教育環
境の確
保

中学校
統合事
業

30,993

％ 96.4
学校教
育の充
実

安全・
安心な
教育環
境の確
保

中学校
施設維
持改修
事業

173,914

統合する学校の関係者
（生徒、保護者、地域住
民等）

花園中学校に仮設校舎を設置し、統合校とし
て開校。旭中学校校地に時代にあった校舎を
建設・整備し、移転するものです。

中心部のドーナツ化現象により生徒数が減尐して
いる旭・花園中学校の統合による適正規模化を図
り、よりよい教育環境を整備します。

今後、コスト縮減を図りながら、効率的・効
果的な施設整備を行わなければならないと
考えます。

実施工程達
成率

100 100 ％％ 100 ％

健康診断受
診該当者の
受診率

96 ％ 98
学校教
育の充
実

安全・
安心な
教育環
境の確
保

学校保
健管理
事業

150,272
幼稚園児・小・中学校の
児童生徒及び教職員。
学校施設等環境。

園児・児童・生徒及び教職員の健康診断は、
学校医・学校歯科医により実施し、医師会等
にも委託しています。学校環境衛生検査等に
ついては、学校薬剤師により実施し、薬剤師
会等にも委託しています。

％ 98 ％

学校教
育の充
実

安全・
安心な
教育環
境の確
保

学校給
食施設
整備事
業

273,515

●児童・生徒、教職員、
調理士、保護者、地域
住民、特に完全給食を
受けていない生徒

●学校給食センターの建設 ％

●完全給食を受けていない中学校生徒が、食育や
衛生面に配慮した施設で調理された安全でおいし
い給食の提供を受けることです。●また、小中学
生、教職員、保護者、地域が学校給食や食育に関
する理解を深めることです。

●安全で食育の実践ができる学校給食セ
ンターを整備する必要があります。また、環
境への配慮や、開所後のランニングコスト
を意識した検討を行います。

％ 1
学校給食セ
ンター建設
事業進捗率

14.2 ％ 14.4

新しい時
代を生き
抜くため
のたくま
しさと豊
かな心を
育むとと
もに、郷
土佐世保
を愛し、
国家及び
国際社会
に貢献す
る市民を
育成す
る。
そのた
め、学
校・家庭・
地域社会
が一体と
なり学び
の社会の
実現をめ
ざし、人
としての
尊厳及び
責務を重
んじた教
育の推進
に努め
る。

望ましい
教育環境
の整備・
充実

園児・児童生徒及び教職員が健康を保持し、集中
して学習や運動に取り組むことができるようにしま
す。また、学校施設等が衛生的で、安全・安心な教
育環境となります。

改正された学校保健安全法の施行（２１年
４月）にともなう見直しは予定通り行われ、
幼児、児童生徒及び教職員の健康管理の
事業も実施されました。この事業は他には
ないものであり、教育環境を充実させる重
要な事業です。
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評価シート③
大項目「教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務」
【決算委員会資料　簡易版】

手段 目的 22年度　評価結果【内部】 成果指標名
成果指標
（目標）

教育
方針

努力
目標

政策 施策
事務
事業

22決算
（千円）

成果指標
（実績）

（参考）
２１年度指

標
備考対象

％

％ 44 ％

61.1 ％ 57.3

16

佐世保出身者で、学生
寮（東京都渋谷区代々
木）から通学できる地域
内の大学に在学する男
子学生。

寮生に対し、安定した住環境を提供し勉学に
専念させるため、佐世保市育英会に運営費を
補助しています。

学生が、東京の中心地にありながら、安い寮費で
共同生活を行うことができることを目的としていま
す。しかし、平成２３年３月３１日をもって廃止が決
定されました。

平成２１年度財団法人佐世保市育英会理
事会評議員会において、正式に廃止の時
期が決定されました。

学校教
育の充
実

高等・
専門教
育の充
実

奨学金
充実事
業

34,381
奨学金貸付
金回収率

60

高校・大学等で教育を受
けている（受けようとす
る）学生、市民、その保
護者。

経済的な理由で、高校・大学等で教育を受け
ることが困難な学生等に対し、就学できるよう
に学資の貸付を行っています。

経済的理由により就学が困難な市民が、奨学金の
援助を受けることにより、高等・専門教育を受けるこ
とができます。また、貸付金収納率の向上を図り奨
学基金の確保を行います。

滞納整理スケジュールの作成・夜間訪問・
市外出張訪問の実施により滞納整理業務
にあたっていますが、より効果的な手法を
検討し収納率の向上を図る必要がありま
す。

％

学校教
育の充
実

高等・
専門教
育の充
実

私立学
校助成
事業

3,850
私立学校を経営してい
る５つの学校法人

各学校法人に対して施設及び設備の改善に
要する経費の一部補助を行います。

％
学校教
育の充
実

高等・
専門教
育の充
実

佐世保
市育英
会運営
助成事
業

41,661
東京学生寮
入寮率

23

私立学校運
営補助率

100
私立学校における施設、設備改善の一助となること
です。

市独自の事業として補助金を交付すること
は有効です。ただし、大規模な事業等が行
われたとしても、それに対応する補助制度
ではありません。

％ 100 ％ 100 ％

％ 100 ％
市立小・中学校の児童・
生徒及び教職員。

小学校に国際理解指導員、小・中学校に外国
語指導助手を派遣し、教職員が国際理解指導
員や外国語指導助手とともに国際理解教育の
授業や英語の授業を行います。平成２３年度
から必修化となる小学校外国語活動への対
応のため、学級担任等を対象とした研修会を
実施します。

児童・生徒の外国語（英語）を使用することへの意
欲の向上と生徒の確かな英語力の習得、国際性及
び英語の実践的運用能力向上を図ります。また、
授業のための打合せを主に英語を用いて行うこと
で、教職員の英語の実践的運用能力を向上させる
ことができます。

ＡＬＴ等派遣事業が開始されて約２０年が経
ち、生の英語に触れる学習環境の面・児童
生徒の英語学習に対する態度は向上して
きました。今後は確かな英語力の上にたっ
た実践的英語運用能力及び国際性の向上
のために、指導者側（教職員、ＡＬＴ、国際
理解指導員等）の研修を充実させます。

長崎県基礎
学力調査
（英語）平均
点の達成率

102

％ 87

体験学
習・環境
教育充
実事業

13,529

％ 98

国際理
解・交流
能力育
成事業

58,601

◆市内小学校３・４年生
及び中学校１年生の児
童・生徒。

◆小３年生は、西海パールシー・亜熱帯動植
物園での体験活動で自然のすばらしさを、小４
年生では、ハウステンボスや三川内焼、東部
クリーンセンターで環境を守る取組や伝統的
な産業を理解します。中１年生では、史跡や遺
跡など専門職員の指導のもと学習します。

％

％ 89 ％

●学校・家庭・地域が互いに連携して、地域ぐるみ
での子育てにあたることにより、子どもたちの「生き
る力」を育むとともに、地域全体の教育力の充実を
図ります。

●地域ぐるみの子育てを推進していくため
に、「学校支援会議」をステージとして、今
後もさまざまな角度から学社融合を推進し
ていく必要があります。今後は、学校支援
会議の果たすべき役割の明確化や機能の
充実に向けて検討し、改善を図る必要があ
ります。

学校支援会
議設置率
（単純設置
率）

95

％ 88

◆児童・生徒に、ふるさと佐世保市の特色を生かし
た自然、文化等の貴重な学習素材を活用し、体験
的な活動を行うことで、ふるさと佐世保への関心を
高め、郷土に対する誇りと愛情を育てます

今後は、西海パールシーリゾートに開館し
た水族館やカヤック体験など、内容の充実
を図ります。中学校への周知を徹底し参加
校を増やしていきます。

「ふるさと文
化・環境」発
見事業実施
率

90

家庭教
育推進
事業

791

％ 94.8

青尐年
を心豊
かに育
むまち
づくり

青尐年
を育む
教育コ
ミュニ
ティづ
くりの
推進

学社融
合推進
事業

828 全市民

●学校支援会議の設置促進及び同会議によ
る取り組みの充実　●学社融合推進委員会に
よる推進方策の検討　●後援会・研修会によ
る啓発など

％

●乳幼児から小・中学
生までの子どもを持つ
家庭・保護者及びそれら
の団体

●市内小学校の入学説明会における「させぼ
子育て講座」の開催や、ＰＴＡを対象とした研
修会、また、中学生を持つ保護者を対象とした
家庭教育講座の開催など、子育てに関する学
習機会と意見交換の場を提供しました。

●保護者の一人一人が家庭の果たすべき役割や
家庭教育の重要性を再確認することを目的としてい
ます。また、子育てに関する悩みや不安を共有し合
える仲間づくりを支援することを目的としています。

●入学説明会時の子育て講座は効果の高
い事業であり、今後も継続予定です。また、
ＰＴＡとも連携しながら効果的な事業展開に
努めていきます。●講座や研修会の参加者
に偏りが見られるので、実施方法、実施時
期（時間）、広報など検討していく必要があ
ります。２２年度からは、より多くの保護者
に学習機会を提供するために全中学生の
保護者を対象とした「家庭教育講座」を新
規に実施しました。

させぼ子育
て講座受講
率

100

％ 96

放課後
子どもプ
ラン推進
事業

22,037

％ 96 ％ 97

●子ども（主に小学生）
●子どもに関わる全て
の大人（保護者、学校、
地域住民、関係団体）

●市版「放課後子どもプラン」に基づく『子ども
の豊かな放課後づくり』の推進　●『市運営委
員会』による課題や問題点についての検討及
び協議　●放課後子ども教室による体験・交
流活動の機会提供

放課後子ど
も教室実施
率

100 ％ 98.0

●居場所を必要とするすべての子どもが安心安全
に活動できる、学校・家庭・地域住民など、子どもに
関わるすべての大人が互いに連携して、地域ぐる
みでの子育てにあたることを目的としました。

●佐世保市放課後子どもプランにおいて
は、「放課後子ども教室」「児童クラブ」「社
会体育などの従来からの取組」の３つの柱
をもって、「できることから」全小学校区での
放課後対策を実施しています。

学校教
育の充
実

確かな
学力の
向上
（義務
教育）

％

青尐年
を心豊
かに育
むまち
づくり

青尐年
を育む
教育コ
ミュニ
ティづ
くりの
推進

青尐年
を心豊
かに育
むまち
づくり

青尐年
を育む
教育コ
ミュニ
ティづ
くりの
推進

学校教
育の充
実

確かな
学力の
向上
（義務
教育）

望ましい
教育環境
の整備・
充実

新しい時
代を生き
抜くため
のたくま
しさと豊
かな心を
育むとと
もに、郷
土佐世保
を愛し、
国家及び
国際社会
に貢献す
る市民を
育成す
る。
そのた
め、学
校・家庭・
地域社会
が一体と
なり学び
の社会の
実現をめ
ざし、人
としての
尊厳及び
責務を重
んじた教
育の推進
に努め
る。

心豊かな
社会をつ
くる生涯
学習の推
進

郷土愛を
はぐくむ
自然愛護
と環境教
育の推進
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評価シート③
大項目「教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務」
【決算委員会資料　簡易版】

手段 目的 22年度　評価結果【内部】 成果指標名
成果指標
（目標）

教育
方針

努力
目標

政策 施策
事務
事業

22決算
（千円）

成果指標
（実績）

（参考）
２１年度指

標
備考対象

●青尐年育成関係者及び市民が、思春期の子ども
たちの考えを知ることにより、現代の青尐年に対す
る理解を深めます。●健全育成団体などへの支援
をとおして、健全育成活動の活発化、有害環境の
浄化、地域ぐるみでの活動が推進されます。

●本事業の目的が、青尐年の内面的な育
成を目的としているため単一の数値による
評価は難しいですが、事業実施により思春
期の子どもたちを取り巻く社会環境につい
ての広報・啓発活動（有害環境浄化、地域
ぐるみでの健全育成活動の推進）や、青尐
年関係団体の育成などの支援により、青尐
年の健全育成に寄与していると考えます。

健全育成事
業への参加
者数

18,500

青尐年
を心豊
かに育
むまち
づくり

青尐年
の健全
育成

青尐年
教育事
業

3,331
●青尐年（小学生及び
中学生）●青尐年健全
育成関係者や一般市民

●啓発活動（青尐年育成懇談会）●研修会開
催（青尐年育成研修会）●意見発表会開催
（尐年の主張大会）●各中学校区青尐年健全
育成会等への補助金の支出

人 19,162 人 660 人

２１年度までは、「青尐年育
成懇談会」「青尐年育成研
修会」「尐年の主張大会」へ
の参加者数を成果指標とし
ていたが、本年度から、各
地区健全育成会行事への
参加者数を加えることによ
り、青尐年への教育に携わ
られる人数が分かりやすい
ように変更しました。

％ 92 ％
●市民（特に児童・生徒
及び青尐年の健全育成
活動に携わる人々）

●えぼし子ども村を実施し、２泊３日の宿泊体
験学習を行いました。●自然体験活動ジュニ
アリーダー養成事業を実施し、３日間に亘る
（事前研修１日、宿泊体験学習１泊２日）を行
いました。

●豊かな自然体験・生活体験の機会を提供し、生
きる力を育むと共に、集団生活を通した社会性や規
範意識の向上を図ります。

●目的に即した事業展開について、妥当で
したが、民間が実施する同様の事業との整
理を行い、その有効性については必要性を
含めて検討する必要があります。

野外活動事
業への参加
者の満足度

95

青尐年
を心豊
かに育
むまち
づくり

青尐年
の健全
育成

補導業
務推進
事業

14,814

％ 93

青尐年
を心豊
かに育
むまち
づくり

青尐年
の健全
育成

野外教
育活動
推進事
業

700

●法令等に違反してい
る、または、違反しようと
している青尐年。●社会
道徳が欠如している青
尐年

●補導担当職員による市中心部（毎日）周辺
部（月３回程度）の巡回補導と一般及び学校
補導委員（２３９名）による自主，計画，特別補
導を実施し、「愛のひと声」をかけるようにして
います。●また市内を１５地区に分けて毎月補
導委員会を開催し、情報交換等を行い、さら
に、各関係機関と会議等を通して連携してい
ます。

喫煙・退学など青尐年の非行等の状況は、安心で
きるものとは考えられない現状です。補導活動及び
関連機関との連携を強くし、補導される青尐年の減
尐を図っていきます。青尐年を非行や犯罪から守り
善導することを目的としています。

児童生徒の問題行動は多尐増加傾向にあ
り、不審者の声掛け事案も未だ聞こえてくる
ことから、児童生徒の周辺への目配りも必
要です。今後は、地域の実情を調査した上
で各地区補連の活動形体を見直して、より
効果的な補導体制を確立していきたいと考
えています。

補導率 5.4 ％ 4.20 ％ 5.4 ％

％ 1 ％

青尐年，保護者，大人，
地域住民，店舗及び施
設等の経営者及び関係
機関

●白ポストを１６箇所に設置し、投入された有
害図書等を月２回回収廃棄●コンビニ・書店
等店舗の実態調査●実施概要及び当セン
ターだよりを作成し、小中学校等へ配布●当
センター（卓球室，図書室）の開放

青尐年，保護者，大人，地域住民等に青尐年の非
行防止及び健全育成に必要とする環境について認
識させるとともに青尐年に有害となっている環境を
浄化していきます。

調査指導により、店舗の状況が改善されて
きたので、今後も指導活動を続けていきた
いと考えます。

有害図書陳
列等に関し
て指導を要
する店舗率

14

青尐年
を心豊
かに育
むまち
づくり

青尐年
の健全
育成

青尐年
教育セン
ター管理
運営事
業

10,032

％ 10

青尐年
を心豊
かに育
むまち
づくり

青尐年
の健全
育成

環境浄
化健全
育成事
業

216

青尐年教育センター施
設及び施設の利用者
（佐世保市内補導委員・
学校関係者・相談者及
び市内在住の青尐年児
童生徒）。

省資源、省エネルギーにつとめ、清掃業務・警
備業務・消防設備点検業務を業者に委託し、
建物や設備の適切な管理運営を行います。当
センターは補導委員の情報交換の場所であ
り、「あすなろ教室」及び市民等からの相談を
受ける場所にもなっています。

青尐年教育センターの維持管理が適正に行われる
こと。

青尐年教育センター業務を遂行するために
は、建物や設備を適正に管理運営していく
ことが心要であると考えます。

青尐年教育
センターの
活用人数

1,685 人 1,308 人 1,661 人

％ 56 ％
●新成人および新成人
を祝福する市民

●成人式典の開催●成人式典検討会への式
典の企画・運営業務の委託

●新成人が大人としての責任を自覚するとともに、
その門出を祝福する大人がメッセージを託すこと
で、新成人にさらなる自覚を促します。

●市として成人式典を開催することにより、
新成人の社会人（大人）としての自覚・責任
感の育成や、地域社会の一員としての認識
を持つことを促しており、地域貢献や社会
参加・責任ある行動などに寄与するものと
考えておりますが、式典自体への新成人参
加率の低下などの課題があり、対策を検討
する必要があると考えます。

成人式典参
加率

70

生涯学
習のま
ちづく
り

学習機
会の充
実

社会教
育行政
一般管
理事業

119,151

％ 48

青尐年
を心豊
かに育
むまち
づくり

青尐年
を心豊
かに育
むまち
づくり
を実現
するた
めの包
括的な
施策

成人式
典事業

2,489

●社会教育関係職員並
びに社会教育関係機関
の委員等

●職員の確保（常勤・非常勤嘱託職員）●社
会教育委員の会等専門委員会の開催●社会
教育事業を行う上での一般管理事務（研修旅
費、事務費等）

●職員が業務を円滑に遂行できる執務環境を整え
ます。●職員の社会教育に関する知識・理解を深
め、職員の資質向上を図ります。●関係機関との
連携・調整を図ります。

社会教育課が所管している他の事務事業
を補完する内部事務的な事業です。

社会教育委
員の会にお
いての議題
数

12 件 9 件 12 件

●市民（学習活動や地
域活動に取り組む市民）

●市民へ学習情報や講師情報を更に入手し
やすくするため、ＨＰやチラシなどを活用し、啓
発に努めました。●徳育推進の手段を検討す
るため、「徳育推進会議」を開催すると共に、
市民への理解を深めるために「豊かなこころ
づくりフォーラム」を開催しました。●子どもの
読書活動を推進するため、普及啓発を行いま
した。

●自主的な学習を行っている市民が、より一層の
生涯学習活動に取り組むようになります。●市民が
「徳育」について理解・認識を深めることにより、今
後の全市的な取り組みに向けての推進方策を具体
化します。●子どもが読書を通じて情操豊かになり
ます。

●学びの社会づくりの実現という目標の達
成のためには、市民が主体的に自己に応じ
た学習活動を行う必要があり、本事業の実
施を通して、市民の自主的な学習活動への
支援や、市民の要求する現代的課題や
ニーズに即した学習機会の充実や課題解
決などに寄与しています。今年度はホーム
ページや小中学校、地区公民館をとおし
て、人材の発掘や制度の周知に努めまし
た。

生涯学習推
進事業の総
受講者数

7,000 人 5,783 人 4,333 人

生涯学
習のま
ちづく
り

学習機
会の充
実

生涯学
習推進
事業

3,246

新しい時
代を生き
抜くため
のたくま
しさと豊
かな心を
育むとと
もに、郷
土佐世保
を愛し、
国家及び
国際社会
に貢献す
る市民を
育成す
る。
そのた
め、学
校・家庭・
地域社会
が一体と
なり学び
の社会の
実現をめ
ざし、人
としての
尊厳及び
責務を重
んじた教
育の推進
に努め
る。

心豊かな
社会をつ
くる生涯
学習の推
進
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評価シート③
大項目「教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務」
【決算委員会資料　簡易版】

手段 目的 22年度　評価結果【内部】 成果指標名
成果指標
（目標）

教育
方針

努力
目標

政策 施策
事務
事業

22決算
（千円）

成果指標
（実績）

（参考）
２１年度指

標
備考対象

生涯学
習のま
ちづく
り

学習機
会の充
実

生涯学
習支援
事業

25,698

●各地域住民により主
体的に組織された地域
団体（２６地区生涯学習
推進会および市内自治
会組織）

●地域団体が行う、魅力ある地域づくり・地域
コミュニティの活性化活動に対して補助金を交
付しました。

●上記団体が財政的な支援を通じ、公民館区にお
ける市民交流活動や文化活動、体育・レクリエー
ション活動などを展開し、それぞれの地域性を活か
した活力あるまちづくり活動を主体的に実践しま
す。

●まちづくり促進事業補助金に関して、補
助対象者が広域かつ過多なため、本課の
みで全ての交付手続きを行うことは、事務
事業として非常に非効率的であると思われ
ます。今後は、地域の自治組織に対する補
助事業の一元化を含めて検討する必要が
あると思われます。

地区生涯学
習推進会が
実施する補
助対象事業
の参加者数

85,000 人 73,527 人 69,312 人

件 228 件
●市民（特に社会教育・
学校教育関係者）●視
聴覚教材及び機器

●市民への貸し出し●視聴覚教材及び機器
等の整備・充実

●教材及び機器の整備・充実及び活用を図ること
により、市民の主体的・自発的な活動の土台となる
環境の整備を促進します。

●近年、視聴覚ライブラリーにおいて、市民
からの活用ニーズが、ビデオやＤＶＤといっ
た教材の借用から、プロジェクターやスク
リーンといった視聴覚機材の借用へと変化
していることを鑑み、教材、機材ともに市民
が利用しやすい視聴覚ライブラリーの運用
を進めていく必要があります。

視聴覚ライ
ブラリー利用
件数

350

生涯学
習のま
ちづく
り

拠点施
設によ
る生涯
学習の
推進

尐年科
学館事
業

12,895

件 328

生涯学
習のま
ちづく
り

学習機
会の充
実

視聴覚ラ
イブラ
リー運営
事業

529

市内小中学生，幼稚園・
保育園児，一般市民

●プラネタリウム番組投映　＜一般投映・学習
投映＞●尐年科学教室の開催●科学工作教
室，もの作り教室，夏休み科学教室の開催●
天体観望会の開催　＜年２０回＞

科学に関する各種活動を実施することによって市
内の小中学生が主体的に学ぶ機会を広げます。ま
た，子どもたちが体験活動を行うことにより，他校や
異年齢の子どもとの交流を深め，余暇活動を充実
させるようにします。一般市民の天体や環境への興
味・関心を高めます。

児童文化館の事業を引き継ぎ，科学に特
化した事業を行うために既存の事業を見直
し内容の拡大，充実を目指して取り組んで
きました。移転後半年で概ね運営の方向も
見通しが持てたので，今後も継続して事業
の充実に努めていきます。また，施設の特
徴を生かすためにも施設内各課の連携を
深め，生涯学習の拠点施設としての機能を
高めていきたいと考えます。

施設年間利
用者数

20,000 人 28,773 人 17,040 人

人 374,246 人
　市内に居住、又は通
勤通学する人。近隣の
自治体住民の方々。

　安全で快適な施設の維持管理を行い、コン
ピュータによる円滑な図書館業務とインター
ネットでの蔵書検索・予約サービスを提供。更
に１０ヵ月児歯科育児相談会場での「ブックス
タートパック」の配布。また郷土資料を集収・保
存し、市民への提供を行なっています。

　市民が、「いつでもどこでも（自宅でも）必要として
いる情報を得ることができ、または、そのための支
援を受けられるように」というものです。

　ＡＶ施設の改修により設備の使いやすさを
改善し、移動図書館車の買い替えによる利
便性の向上とレファレンス（資料相談）コー
ナーをさらに多くの利用者に周知するよう
努めました。

年間利用者
数

374,620

生涯学
習のま
ちづく
り

拠点施
設によ
る生涯
学習の
推進

公民館
管理運
営事業

198,105

人 364,433

生涯学
習のま
ちづく
り

拠点施
設によ
る生涯
学習の
推進

図書館
運営事
業

156,115

地域住民・学校関係者・
児童・保護者

利用者がより良い環境により快適な生涯学習
ができる場を提供するための施設環境整備
（維持管理）。中央及び２０地区公民館ごとに
企画し、生涯学習の場として住民の学習意欲
の高まりに対応できる学級や講座を実施しま
す。

地域住民・学校関係者・児童・保護者が公民館施
設を社会教育の発信拠点、また地域の生涯学習の
拠点として、有効に活用することを目的とします。学
びの機会や活動の場を得て、学習意欲を充実させ
ることができます。また人との交流も広がり“生きが
い”へとつながります。

各地区公民館の老朽化が進んでおり、維
持管理費が増大していますが、安全安心な
施設、利用者が使いやすい施設整備に努
めていきます。

公民館利用
者数

891,000 人 859,892 人 851,177 人

％ 1 ％
●崎辺中学校区の住
民、針尾地区の住民

●地区公民館の建設工事、地区公民館体育
室の建設工事、建設事業説明会の開催

●地区公民館等が整備することで、地区住民の生
涯学習・社会教育実施の場を提供します。【完成後
年間利用予定者数】崎辺地区公民館　２０，０００
名。針尾地区公民館体育室　１０，０００名。

●地区公民館等の整備を進めることで、地
区住民の生きがい向上、健康増進の推進
に寄与することができます。

地区公民館
等整備進捗
率

12

生涯学
習のま
ちづく
り

拠点施
設によ
る生涯
学習の
推進

総合教
育セン
ター（仮
称）建設
事業

853,113

％ 12

生涯学
習のま
ちづく
り

拠点施
設によ
る生涯
学習の
推進

地区公
民館等
建設事
業

50,778

●市民全体（教職員、児
童、生徒、その他一般市
民）

●教育センター、尐年科学館（児童文化館）、
清水地区公民館（中央地区公民館の地区公
民館機能）を合築整備します。

●教職員に「多様な研修の場」や「ニーズに応じた
研修の場」を提供し、指導力・資質が向上します。
●児童、生徒が「多様な学習の機会」の提供を受
け、「活動体験の不足」や「理科離れ」を解消しま
す。●地域住民をはじめ広く市民が「生涯学習の
場」に接し、生涯学習活動にいそしみ、心豊かで充
実した生活を送ります。

●平成２２年１０月供用開始のために必要
十分な事業推進を行うことができました。

総合教育セ
ンター（仮
称）整備進
捗率

100 ％ 100 ％ 37 ％

生涯学
習のま
ちづく
り

拠点施
設によ
る生涯
学習の
推進

総合教
育セン
ター事業

6,689

●総合教育センター及
びセンター内３施設（教
育センター、尐年科学
館、清水地区公民館）●
市民（特に教職員、児童
生徒、清水中学校区住
民）

●３施設が円滑に連携を図りながら事業を推
進できるよう、総合教育センターの効率的な管
理・運営を行います。●相互に連携を図ること
で、それぞれの機能・資質を向上させるととも
に、様々な分野の人材が交流することで、市
民に多様な学習の場を提供します。

人

H22.10からの供用開始とな
りましたが、開館前のＰＲ効
果もあり、想定を大きく上回
るご利用をいただきました。
・プラネタリウム
見込2,500人→5,818人
・貸館、科学教室事業等
見込8,500人→19,827人

●学校教育及び社会教育並びに学社融合の推進
を図り、本市教育の発展向上に努めます。●教育
センター、尐年科学館、清水地区公民館のそれぞ
れが相互に連携することで、多彩な事業展開を図
り、教育機関としての機能をより一層高めていきま
す。

施設利用者数（プラネタリウム入館者数含
む）も見込みを超える数値となりました。今
後も複合施設として効率的に機能した施設
を維持していくために、連携事業への取り
組みや、利用者に満足していただけるよう
な施設運営と周知活動を続けていきます。

総合教育セ
ンター年間
利用者数

22,000 人 41,247

新しい時
代を生き
抜くため
のたくま
しさと豊
かな心を
育むとと
もに、郷
土佐世保
を愛し、
国家及び
国際社会
に貢献す
る市民を
育成す
る。
そのた
め、学
校・家庭・
地域社会
が一体と
なり学び
の社会の
実現をめ
ざし、人
としての
尊厳及び
責務を重
んじた教
育の推進
に努め
る。

心豊かな
社会をつ
くる生涯
学習の推
進
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評価シート③
大項目「教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務」
【決算委員会資料　簡易版】

手段 目的 22年度　評価結果【内部】 成果指標名
成果指標
（目標）

教育
方針

努力
目標

政策 施策
事務
事業

22決算
（千円）

成果指標
（実績）

（参考）
２１年度指

標
備考対象

市民（主に吉井地区の
住民）

①施設の提供　②文化活動の支援　③施設
の維持管理　④鍵っ子対策事業（ひまわりの
館、しいのきの館）　⑤講座の開催

①市民に生涯学習の機会を提供し、また子育て支
援の場として施設を快適に利用できます。　②施設
の利便性、安全性が向上します。

活動量は、主催講座開催数、施設の開館
日数ともに目標値を下回りました。ついて
は、下回った要因について検証するととも
に、主催講座の開催数の増加、施設の開
館日の住民周知などを積極的に図ります。

施設年間利
用者数

51,000 人 52,829 人 51,753 人

生涯学
習のま
ちづく
り

拠点施
設によ
る生涯
学習の
推進

世知原
地区生
涯学習セ
ンター管
理運営
事業

12,202

生涯学
習のま
ちづく
り

拠点施
設によ
る生涯
学習の
推進

吉井地
区生涯
学習セン
ター管理
運営事
業

18,305

●市民（主に世知原地
区住民）

●多様化する生涯学習社会に対応できる場
の提供のための施設管理と事業展開●地区
住民の様々な生涯学習活動や地域づくり活動
への支援

●市民が生涯学習の場として当施設を快適に利用
できます（利用者の安全性、利便性向上）。●地区
住民の生涯学習意欲が向上します（地域における
生涯学習の推進）。●地区住民の連帯感が高揚し
ます（地域一体感の醸成）。

●予算の兹ね合いもありますが、施設整備
面で施設の老朽化等による改修で未着手
状態の箇所もあるため、緊急度・優先順位
等について協議を行い、引き続き整備を進
める必要があります。●地域の生涯学習拠
点施設として、主催事業の充実や各種情報
の提供、さらには地域団体の支援連携に務
め、地域の活性化や住民の連帯感の高揚
を図ることが大切です。

施設利用者
数

40,000 人 42,974 人 44,211 人

人 13,482 人
市民（主に宇久地区住
民）

①多様化する生涯学習に対応できる場の提
供のため、施設整備と維持管理を行います。
②地区住民の生涯学習活動を推進するため、
各種講座の開催、自主講座の支援を行いま
す。③公民館図書室を管理運営します。④地
区生涯学習推進会と共有、共存での運営支
援を行います。

①地区住民が生涯学習の場として当施設を快適に
利用できます。②地区住民の生涯学習意欲の向
上、生涯学習を支援します。③地区生涯学習推進
会を育成します。

社会教育施設として地区民の生涯学習の
充実に貢献できました。施設の老朽化が進
んでいます。改修で未着手状態の箇所もあ
り緊急性、優先順位について協議を行い早
急に整備を進める必要があります。

公民館利用
者数

11,000

生涯学
習のま
ちづく
り

拠点施
設によ
る生涯
学習の
推進

鹿町地
区生涯
学習セン
ター管理
運営事
業

16,179

人 12,472

生涯学
習のま
ちづく
り

拠点施
設によ
る生涯
学習の
推進

宇久地
区生涯
学習セン
ター管理
運営事
業

8,462

①市民（主に鹿町地区
住民）

①利用者の利便性や安全性を考慮して施設
の維持管理を行いました。②各種団体活動へ
の情報提供や地域人材を生かした各種事業
を実施しました。

①地区住民の生涯学習の拠点として当施設を安全
快適に利用できます。②地区住民の生涯学習意欲
が向上します。

今後の公民館施設の維持管理については
単年度での維持管理ではなく、整備を要す
る箇所の緊急性や優先順位等について検
討をして計画的な維持管理（修繕等）を行っ
ていく必要があります。また、主催講座につ
いては地区住民から直接要望のあったテー
マに沿った講座を開催するなど、住民の生
涯学習意欲の向上に十分に貢献できまし
た。今後も安全快適な施設の整備及び主
催講座の充実により施設利用者数の増加
を図っていきます。

施設利用者
数

10,000 人 12,636 人
平成２２年度からの新規事
業となります。

人 988 人●市民

●教育集会所での主催講座や講演会をはじ
め、地区公民館単位での人権・同和教育講座
の開設、民間企業等が行う人権研修会への
講師派遣を行いました。

●市民が人権・同和問題に対する理解と認識を深
め、確かな人権意識を保持します。

●学習機会の提供によって、人権・同和教
育に関する意識の高揚を図るため、全地区
公民館での講座開設を目指して、より一層
推進していく必要があります。

人権講演
会・講座参
加者

870

人権が
尊重さ
れる社
会づく
り

人権に
関する
啓発・
教育の
推進

人権講
座事業

889

児童・生徒、保護者及び
教職員。

◆教職員の研究・研修の充実のための支援。
◆専門講師や相談員の派遣要請。◆人権教
育に関する資料（冊子）を学校に送付。◆講演
会による保護者（市民）の人権意識の高揚で
す。

％ 94.1
人権教
育推進
事業

286

人 505

％

18

％ 90.5
　教職員の指導方法等が工夫、改善され、児童・生
徒が人権感覚を十分に身につけることができます。
また、保護者の人権意識の啓発が図られます。

◆教職員の人権教育のスキルアップのた
めに、市人権教育研究会と協力し、研修会
や講演会を開催していきます。◆今後も、
研修会の充実を図っていきます。

人権教育に
対する理解
度

95

人権が
尊重さ
れる社
会づく
り

学校に
おける
人権教
育の推
進

生涯学
習のま
ちづく
り

拠点施
設によ
る生涯
学習の
推進

小佐々
地区生
涯学習セ
ンター管
理運営
事業

12,491
市民（主に小佐々地区
住民）

①多種多様化してきている生涯学習の場の提
供を行いました。②施設の整備、充実、維持
管理に努めました。

①地域住民・学校関係者・児童保護者が公民館施
設を快適に利用できます。②機能を効率的に維持
します。

地域の社会教育施設として、生涯学習の充
実に貢献できました。

公民館利用
者数

16,626 人 20,205

生涯学
習のま
ちづく
り

拠点施
設によ
る生涯
学習の
推進

江迎地
区生涯
学習セン
ター管理
運営事
業

19,674
市民（主に江迎地区住
民）

●多様化する生涯学習に対応できる場の提
供のための環境整備と、維持管理を行いまし
た。●地域住民の様々な生涯学習活動や地
域づくり活動への支援を行いました。

●市民が生涯学習の場として当該施設を快適に利
用できます（利用者の安全性、利便性向上）。●地
域住民の生涯学習意欲が向上します（地域におけ
る生涯学習の推進）。●地区住民の連帯感が高揚
します（地域一体感の醸成）。

●地域の社会教育施設として、生涯学習の
促進に貢献できましたが、施設整備面で施
設の老朽化等による改修で未着手状態の
箇所もあるため、緊急度・優先順位等につ
いて協議を行い、整備を進める必要があり
ます。●また、地域の生涯学習拠点施設と
して、主催事業の充実や各種情報の提供
に務め、施設利用者の増加を図ることが大
切です。

施設利用者
数

40,000 人 43,428 人
平成２２年度からの新規事
業となります。

人 16,626 人

社会教育団体の利用件数
増、文化芸能発表及び青尐
年音楽祭の充実に伴う出演
者及び観客の利用人員の
増により、目標値を大きく上
回ることができました。

心豊かな
社会をつ
くる生涯
学習の推
進

新しい時
代を生き
抜くため
のたくま
しさと豊
かな心を
育むとと
もに、郷
土佐世保
を愛し、
国家及び
国際社会
に貢献す
る市民を
育成す
る。
そのた
め、学
校・家庭・
地域社会
が一体と
なり学び
の社会の
実現をめ
ざし、人
としての
尊厳及び
責務を重
んじた教
育の推進
に努め
る。

明るい社
会をつく
る人権教
育の推進



評価シート③
大項目「教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務」
【決算委員会資料　簡易版】

手段 目的 22年度　評価結果【内部】 成果指標名
成果指標
（目標）

教育
方針

努力
目標

政策 施策
事務
事業

22決算
（千円）

成果指標
（実績）

（参考）
２１年度指

標
備考対象

人 28,550 人

●市民に安価で利用できる文化活動の練習・発表
の場を提供することを目的とします。●市民文化
ホールや立神音楽室が、ホール機能を有しつつ、
文化財として良好に保存されることを目的とします。

●他施設との役割分担や効率的な運営と
市民の利便性の向上に向けて、研究を進
めていく必要があります。●文化ホールに
ついては、ホール機能整備のほか、国の登
録有形文化財（建造物）としての保存・活用
も図る必要があり、耐震も考慮した改修計
画を進めています。

市民文化
ホール・立神
音楽室利用
者数

22,000

芸術文
化提供
事業

6,684

人 27,912

文化芸
術に親
しめる
環境づ
くり

市民文
化の振
興

市民文
化ホール
管理運
営事業

20,534

●市民（特に音楽・ダン
ス・舞踊等の文化的活
動を行っている市民）●
市民文化ホール・立神
音楽室

●指定管理者により施設（貸ホール）の管理
運営を行いました。●施設を文化財として保
存しつつ、安全に利用できるように、復原的改
修のための調査及び基本設計等を行ないまし
た。

人

大規模校での開催が重なっ
たため、また、小公演の開
催が２校実施可能となった
ため、鑑賞者数が増となり
ました。

●児童・生徒　●市民
（特に芸術・文化活動に
興味・関心を有する市
民）

●青尐年劇場の開催－（財）日本青尐年文化
センター等に委託　●佐世保市民展の開催－
佐世保美術振興会に委託　●市民文化活動
の支援（名義後援、賞状交付等）●文化・ス
ポーツ表彰など、市民文化活動の顕彰と支援

●市民が芸術文化に対する興味・関心を深め、自
ら芸術活動等に参加し創造活動に親しむことを目
的とします。

●市民による主体的な芸術文化活動の推
進を目的とする事業であり、その目的を最
も迅速かつ効率的に達成するために行政
の関与が必要です。また、市民文化活動へ
の参加促進を図るための制度の充実（芸術
鑑賞機会の提供・発表の場を確保・助成）
が必要です。

青尐年劇場
の鑑賞者数

3,200

島瀬美
術セン
ター管理
運営事
業

43,115

人 4,390 人 3,266

●入場者・展示室利用
者・市民及び市近郊地
域住民

●主催事業として内容が充実した展示を企画
し開催する●施設設備の保守点検を行い不
備が発見された場合修繕を行う●展示関係用
具の購入及び補修●現在収蔵している資料を
安全かつ適切に管理し、それを活用した展示
を行う●市民文化活動発表の場を適切に管
理し提供する

●来館者が知的好奇心を満足させ心豊かになる●
展示室利用者が満足のいく展示ができる●市民の
文化に対する関心を高める●市民に親しめる身近
な施設となる。

文化芸術支援事業をどう捉えるかについて
は、生涯学習の場として捉える一方、街づく
りの一環として捉えることもできます。市民
個々のこころに訴える事業であることからそ
の貢献度を数値（採算）で捉えることは難し
いところがあります。また、本市として芸術
文化に親しめる環境づくりをどの程度行う
のが適正なものであるかという問題もあり
ます。上位政策につなげられる関与が最低
限必要であります。

島瀬美術セ
ンター入場
者数

78,000 人 72,453 人 77,724 人

文化芸
術に親
しめる
環境づ
くり

市民文
化の振
興

市民会
館管理
運営事
業

43,921

●市民（主に音楽、演劇
等の文化活動を行なっ
ている利用者）●市民会
館

●市民に、文化活動の場を提供します。②市
民が安全かつ快適に利用できるよう施設を管
理運営します。

●より多くの市民が安全かつ快適に施設を利用す
ることを目的としています。

会館の稼働率及び利用者数が目標に達し
ませんでした。

文化芸
術に親
しめる
環境づ
くり

市民文
化の振
興

文化芸
術に親
しめる
環境づ
くり

市民文
化の振
興

市民会館利
用人員（ホー
ル、集会室）

85,000 人 64,770 人 68,409 人

定期利用団体の利用のｱﾙ
ｶｽsaseboへの移行、総合
教育ｾﾝﾀｰ稼働開始による
校長研修会の利用数の減
等により、利用者数が目標
値に到達しなかったもの。

％ 81 ％

助成事業における入場者
数が予定を大きく上回った
ため、集客率が上がりまし
た。

●本市の芸術文化活動
等の振興に寄与する活
動を行う市民または市
内の文化団体等

●芸術文化活動を行っている団体に対して広
く本助成事業の周知を行い、申請のあった団
体に対して、社会教育委員の会から意見聴取
したうえで、活動助成を行いました。

●対象（市民または市内の文化団体）が、助成を通
じて芸術文化のレベルを向上させ、活発な活動を
継続させていくことを目的としました。

●民間主体による各種助成制度も充実し
つつありますが、景気の影響を受けやすい
ため、芸術文化振興支援の安定性を図るう
えでも公共関与の必要性があることから、
今後も継続する必要があります。

補助対象事
業の集客率

100

文化芸
術に親
しめる
環境づ
くり

伝統文
化の保
存・活
用・継
承

文化財
展示施
設等管
理運営
事業

3,873

％ 151

文化芸
術に親
しめる
環境づ
くり

市民文
化の振
興

市民文
化活動
助成事
業

1,850

●市民（特に世知原、宇
久、小佐々地区の市民
及び同施設を訪れる市
民、児童生徒及び観光
客）●世知原炭鉱資料
館、宇久島資料館、小
佐々郷土館●各地区の
歴史関係資料や民俗資
料

●それぞれの地区の歴史関係資料を収集し、
良好な環境をもって展示公開しました。

●世知原、宇久、小佐々の各地区に住む市民をは
じめ、地区を訪れた市民、観光客等に、それぞれの
地区のもつ歴史的特徴を理解できる機会を提供す
ることを目的とします。●施設を郷土学習拠点とし
て活用することを目的とします。●地域に埋もれて
いる民俗資料、歴史資料の収集拠点として、資料
の散逸防止を目的とします。

●各地域それぞれの特徴的な歴史を展示
した資料館ですが、各館それぞれに個別の
課題があります。●今後は展示内容の一
層の充実を図る一方で、他施設（公民館、う
つわ歴史館など）との連携によるソフト事業
の展開や広報を行っていく必要がありま
す。

三館入館者
数

2,300 人 1,674 人 1,959 人

人 80,715 人

●市民（特に、三川内地
区を訪れる市民、児童
生徒及び観光客）●うつ
わ歴史館及び三川内焼
美術館

●うつわの歴史、三川内焼の伝統技術を表す
物品を良好な環境をもって展示公開しました。
●うつわ歴史館は常設展示、三川内焼美術
館は年１回の展示替えを実施しました。

●市民及び観光客等が郷土産業、伝統技術である
三川内焼の歴史、芸術性に対する理解を深めるこ
とを目的とします。●両館が充実した展示内容とな
ることを目的とします。

●展示品は、三川内古窯発掘調査等とも
連動しており、研究成果の公開といった博
物館的機能があるため、行政の関与は欠
かせません。うつわ歴史館の展示内容は現
在において完成度の高いものであるため、
普及事業の充実が必要となっています。ま
た、両館のＰＲを積極的に行うことで、観光
面での貢献も期待できます。継続的な入館
者数の維持のために、今後も地道な普及
活動を続けていきます。

うつわ歴史
館・三川内
焼美術館入
館者数

100,000

46,303

人 78,418

文化芸
術に親
しめる
環境づ
くり

伝統文
化の保
存・活
用・継
承

うつわ歴
史館管
理運営
事業

4,536

●市民。市内に所在す
る文化財。

●文化財の管理、保護事業（史跡等管理清
掃、後継者の育成、文化財保存整備）●文化
財の愛護啓発事業（文化財標柱、説明板等の
設置、郷土史体験講座の実施、歴史教育副
読本の刊行等）

●市民共有の財産である文化財を適正に管理、保
存し、次代に継承します。●市民が身近な史跡や
文化財の価値を理解し、郷土に対する誇りと愛着
心、文化財保護意識を向上させることを目的としま
す。●調査研究の成果を学校教育や社会教育の教
材として活用することで、市民が新たな知識を得て
文化財への理解を深めます。

●国民共有の財産である文化財の保護・
継承を進めるには行政の関与が欠かせま
せんが、より大きな成果をあげるためには
市民との連携は欠かせないものです。ま
た、保護・継承だけではなく、文化財を活用
した観光・環境ソフト事業の展開など観光
面での経済効果も期待できると考えられま
す。

郷土史体験
講座参加者
の満足度

100 ％ 98 ％ 100 ％

文化芸
術に親
しめる
環境づ
くり

伝統文
化の保
存・活
用・継
承

文化財
の調査・
保護・活
用事業

新しい時
代を生き
抜くため
のたくま
しさと豊
かな心を
育むとと
もに、郷
土佐世保
を愛し、
国家及び
国際社会
に貢献す
る市民を
育成す
る。
そのた
め、学
校・家庭・
地域社会
が一体と
なり学び
の社会の
実現をめ
ざし、人
としての
尊厳及び
責務を重
んじた教
育の推進
に努め
る。

伝統・文
化の継承
及び発展
と国際理
解教育の
推進

19



評価シート③
大項目「教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務」
【決算委員会資料　簡易版】

手段 目的 22年度　評価結果【内部】 成果指標名
成果指標
（目標）

教育
方針

努力
目標

政策 施策
事務
事業

22決算
（千円）

成果指標
（実績）

（参考）
２１年度指

標
備考対象

H22からの新規事業となり
ます。

回

団
体
・
人

回

●ニュースポーツの講習会・大会等の開催により、
市民がニュースポーツを体験することができまし
た。●体育指導委員の資質が向上することにより、
市民の多様化するスポーツニーズに応えられるよう
になりました。

●普及講習会の希望者や実施種目によ
り、参加者数が変動するため目標を達成す
ることができませんでしたが、気軽にスポー
ツに親しむことができる機会を提供すること
ができました。●今後も、多くの市民に講習
会を利用してもらうために、広報活動を積
極的に行っていきます。

●スポーツ振興課職員
●スポーツ愛好者

●体育行政業務に関する一般事務を行いまし
た。　●１０年以上、または教職員として２０年
以上、文化・スポーツの指導・普及に尽力し、
その功績が顕著である者に功労賞、優秀な成
績を収めた者に奨励賞を、文化部門と一緒に
年度末に表彰しました。

●職員が円滑かつ、効率的に業務を行うことを目
的に実施しました。　●表彰を受けることによってス
ポーツに対する意欲が向上することを目的に実施
しました。

九州大会や全国大会において優秀な成績
を収めた競技者が多く、平成２１年度を上
回る表彰を行うことができました。今後も表
彰者の増加を図るとともに、最小限の経費
で実施していきます。

2,630

ニュース
ポーツ普及
講習会の参
加者

2,0003,736

団
体
・
人

172

団
体
・
人

153
教育委員会
表彰受賞者
数

1855,601

●スポーツに関心のあ
る市民●スポーツを実
践する市民●体育指導
委員

●幅広い年齢層の市民を対象に、楽しみなが
ら体力づくりにつながるニュースポーツ普及講
習会やニュースポーツフェスティバルを開催し
ました。●体育指導委員の育成を目的に研修
会を開催しました。

人 1,474 人

総合型地域
スポーツクラ
ブ設立の数
（累計）

9
ク
ラ
ブ

8
ク
ラ
ブ

人

今回の減の理由としては、
今までの取組の成果として
ニュースポーツの認知度が
向上してきたことが考えら
れます。

スポー
ツに親
しめる
環境づ
くり

スポー
ツ機会
の充実

総合型
地域ス
ポーツク
ラブ支援
事業

11,887

●幼児から高齢者まで
（スポーツをしている人、
していない人にかかわら
ず）●総合型地域ス
ポーツクラブ

財団法人佐世保市体育協会内に「佐世保市
総合型地域スポーツクラブ支援センター」を置
き、クラブの設立準備及び設立後の運営に関
して支援を行いました。

●市民誰もが、地域住民が主体的に運営する総合
型地域スポーツクラブ（スポーツ実践の機会となる
場）に参加し、それぞれの体力や年齢、技術、目的
に応じて、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツ
活動に親しめるようにしました。●市内各地域に総
合型地域スポーツクラブが設立できるようにしまし
た。

佐世保東部地区（早岐・広田方面）総合型
地域スポーツクラブの設立が年度内には間
に合わなかったが、次年度に設立する目処
がつきました。

スポー
ツに親
しめる
環境づ
くり

スポー
ツ機会
の充実

地域ス
ポーツ活
動活性
化事業

スポー
ツに親
しめる
環境づ
くり

スポー
ツ機会
の充実

スポーツ
行政一
般管理
事業

5
ク
ラ
ブ

20

文化芸
術に親
しめる
環境づ
くり

伝統文
化の保
存・活
用・継
承

針尾送
信所保
存整備
事業

4,590

●市民（特に郷土史、文
化財、伝統文化に興味
のある市民）。市内に所
在する文化財。

●学術調査を実施し、針尾送信所の学術的な
価値評価の確立を行います。●保存に関する
協議において、針尾送信所の現所管庁及び
文化庁との財産所管替を実現します。

中学校「ふる
さと歴史発
見事業」にお
ける見学回
数

6 回 7

●針尾送信所の保存整備に位置づけられる取組
が体系的に整理され、滅失が危惧される文化財に
対して計画的・戦略的な保存整備活用を推進しま
す。計画的・効率的に事業を推進することにより、よ
り効果的な本市の文化振興や地域経済に資するも
のと考えられます。

　国民共有の財産である文化財の保護・継
承を進めるには行政の関与が欠かせませ
んが、より大きな成果をあげるためには市
民との連携は欠かせないものです。また、
保護・継承だけではなく、文化財を活用した
観光・環境ソフト事業の展開など観光面で
の経済効果も期待できると考えられます。

文化芸
術に親
しめる
環境づ
くり

伝統文
化の保
存・活
用・継
承

世界遺
産登録
推進事
業

13,867
●市民、特に黒島在住
の市民。黒島および黒
島天主堂。

●黒島天主堂を中心とする黒島全体の景観を
重要文化的景観地区として選定を受けること
で世界遺産の構成資産となることを目指すも
のです。重要文化的景観の選定に向けた調
査や説明会、調査結果の普及啓発活動、選
定申出を行いました。

●市民、特に黒島在住の市民が黒島の文化的景
観や黒島天主堂の貴重さを理解し、黒島の文化的
景観や黒島天主堂が国の文化財や世界遺産として
登録・保存されることを目的とします。

●黒島の文化的景観の価値を明らかにす
ることができ、文化庁からも高く評価され、
国重要文化的景観の選定申出も行えまし
た。また黒島地区で説明会やワークショップ
を開催し、趣旨の説明を行うとともに、住民
意見や要望を聞くことができました。しかし
まだ十分とはいえないため、今後も説明会
等を継続して開催し、住民の理解と協力を
求めていきます。

住民説明
会、勉強会
開催件数

10 回 23 回 5

重要文化的景観選定の同
意取得のため各町内会等
を対象とした説明会を繰り
返し開催したため、開催回
数が増となりました。

文化芸
術に親
しめる
環境づ
くり

伝統文
化の保
存・活
用・継
承

福井洞
窟整備・
発掘事
業

9,304

●市民（特に郷土史、文
化財、伝統文化に興味
のある市民）。市内に所
在する文化財。

●学術発掘調査や過去の出土品の返還、整
理による学術評価の確立●整備検討委員会
の開催による基本構想・基本計画、基本設
計、実施設計の策定●史跡整備（委員会で諮
問された方向性を基に整備実施）

福井洞窟の保存整備に位置づけられる取組が学
術的・体系的に整理され、計画的・戦略的な保存整
備活用が推進されることを目的とします。

●福井洞窟は文化財としての価値が非常
に高く、それを保存、整備し活用することは
国民の文化的生活の向上に大きく寄与でき
ると考えます。平成２２年度は、国から発掘
の許可が得られず一部計画が遅れ当初の
目論見どおりの公開ができませんでした
が、今後、国・県と調整を図り事業推進して
いきます。整備後の活用については、ソフト
事業の展開を図ることにより、歴史・生涯学
習施設として以外にも観光面での経済効果
も期待できます。

福井洞窟見
学者数

平成22年度に発掘調査実
施を計画しましたが、国か
らの許可が得られませんで
した。このため、併せて計画
していたモニターツアーや
専門家招聘ができなかった
ことから目標値に到達しま
せんでした。

500 人 149 人

伝統・文
化の継承
及び発展
と国際理
解教育の
推進

新しい時
代を生き
抜くため
のたくま
しさと豊
かな心を
育むとと
もに、郷
土佐世保
を愛し、
国家及び
国際社会
に貢献す
る市民を
育成す
る。
そのた
め、学
校・家庭・
地域社会
が一体と
なり学び
の社会の
実現をめ
ざし、人
としての
尊厳及び
責務を重
んじた教
育の推進
に努め
る。

健康で活
力にみち
た生涯ス
ポーツ活
動の推進



評価シート③
大項目「教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務」
【決算委員会資料　簡易版】

手段 目的 22年度　評価結果【内部】 成果指標名
成果指標
（目標）

教育
方針

努力
目標

政策 施策
事務
事業

22決算
（千円）

成果指標
（実績）

（参考）
２１年度指

標
備考対象

団 17 団
●スポーツ尐年団員●
指導者

スポーツ尐年団活動の自主事業を実施するた
めに補助金を交付しました。

スポーツによる青尐年の健全育成やジュニアリー
ダーの育成、指導者の資質及び指導力の向上を図
りました。

●事業としては、地域、年齢、競技種目を
越えた交流やボランティア活動などを通し
ながらリーダーの育成がなされ、社会への
貢献ができました。●現状としては報道及
び広報誌などによる広報等を行っています
が、登録料負担、中学生進級に伴い退団
等の理由で加入が伸び悩んでいます。

スポーツ尐
年団登録団
数

28

スポー
ツに親
しめる
環境づ
くり

スポー
ツ機会
の充実

スポーツ
大会推
進事業

7,945

団 22

スポー
ツに親
しめる
環境づ
くり

スポー
ツ機会
の充実

スポーツ
尐年団
事業

692

幼児から高齢者までの
スポーツ愛好者

市体育協会やその加盟団体及び各種実行委
員会が中心となり、各種スポーツ大会を開催
しました。

市民にスポーツ活動に親しむ機会を提供しました。
目標とする参加者数を概ね達成し、市民に
対してスポーツに親しむ機会を提供するこ
とができました。

各種スポー
ツ大会参加
者数

13,000 人 12,539 人 12,612 人

％ 96.8 ％小学校６年生児童
市内小学校６年生児童がブロック別（４ブロッ
ク）に一堂に会する体育大会を実施しました。

小学校児童の、体育・スポーツに対する興味・関心
を高めるとともに、児童の心身の健全な育成を図り
ました。

参加児童の９７．８％の児童が小学校体育
大会が「楽しかった」「満足している」と回答
しており、体育・スポーツに対する興味・関
心を十分に高めることができました。

大会参加児
童の満足度

100

スポー
ツに親
しめる
環境づ
くり

学校体
育の推
進

学校体
育実技
指導研
修事業

119

％ 97.8

スポー
ツに親
しめる
環境づ
くり

学校体
育の推
進

小学校
体育推
進事業

3,465

小・中学校教職員
小・中学校教職員の指導技術の向上を意図し
た研修会・講習会を実施しました。

教職員の指導力の向上を図りました。

●他の研修会と日程が重なったため、参加
数を十分に伸ばすことができませんでした。
●参加者の講習内容の満足度は非常に高
かったです。

体育実技指
導者研修会
参加教諭数

100 人 80 人 80 人

％ 72.6 ％●中学校生徒●教職員
●中学生が運動部活動の成果を競う体育大
会を実施しました。●運動部活動の充実を図
る補助金を交付しました。

中学校生徒が、体育・スポーツに対する興味・関心
を高め、確かな技能を身に付けるとともに、生徒の
心身の健全な育成を図ることを目的としました。

全国大会の開催地域が毎年変わり、出場
選手の増減もあるため、計画的なコストの
縮減は難しいと考えています。

中学校運動
部活動加入
率

73.0

スポー
ツに親
しめる
環境づ
くり

競技ス
ポーツ
の振興

ジュニア
スポーツ
推進事
業

5,841

％ 72.2

スポー
ツに親
しめる
環境づ
くり

学校体
育の推
進

中学校
体育推
進事業

41,750

●小・中学生を中心とす
るスポーツ愛好者●佐
世保市体育協会加盟競
技団体

●佐世保市体協加盟団体が実施するジュニ
ア層の競技力向上を図る事業に補助金を交
付しました。●城島健司氏からの寄附金を活
用し、野球教室や各種競技大会を開催しまし
た。

ジュニア層の競技力向上を図りました。

ジュニア層の競技力向上及び底辺拡大に
は、佐世保市体育協会による強化練習会・
スポーツ教室等が最も効果的であり、補助
金による支援及び事業実施委託を行うこと
によって競技力向上を図ることができまし
た。

ジュニアス
ポーツ人口
率

42.2 ％ 40.0 ％ 41.2 ％

人

●佐世保市体育協会加
盟競技者●九州大会以
上へ出場する市民●九
州・全国規模の大会を
佐世保市で開催する市
内の競技団体

佐世保市体育協会加盟競技団体の指導者・
審判員の養成、指定選手強化及び公認ス
ポーツ指導者資格の取得を目指した「振興事
業補助」、九州大会以上の大会への参加の一
部補助として「派遣補助」、全国・九州大会の
開催地補助として「大会開催補助」を行いまし
た。

大会出場者や競技団体の経費負担を軽減させまし
た。

●九州大会・全国大会への出場は年々増
加しており、市民のスポーツの競技力は向
上しつつあると考えます。

国際・全国・
九州大会派
遣補助金交
付延べ人数

900

新しい時
代を生き
抜くため
のたくま
しさと豊
かな心を
育むとと
もに、郷
土佐世保
を愛し、
国家及び
国際社会
に貢献す
る市民を
育成す
る。
そのた
め、学
校・家庭・
地域社会
が一体と
なり学び
の社会の
実現をめ
ざし、人
としての
尊厳及び
責務を重
んじた教
育の推進
に努め
る。

健康で活
力にみち
た生涯ス
ポーツ活
動の推進

人 1,003 人 1,042

スポー
ツに親
しめる
環境づ
くり

競技ス
ポーツ
の振興

体育ス
ポーツ振
興補助
事業

8,315

人 18,033 人
●佐世保市体育協会●
競技団体に加盟する市
民

佐世保市体育協会が行う各種事業を実施す
るための補助金を交付しました。

各競技における競技者人口の増加や競技力向上
を推進しました。

●佐世保市体育協会は、本市のスポーツ
振興に欠かすことができない団体であるた
め、補助金による支援を行うことによって、
スポーツ振興を図ることができました。●今
後も、佐世保市体育協会の組織の強化・充
実を図ることが重要です。

体育協会登
録者数

18,000 人 18,596

スポー
ツに親
しめる
環境づ
くり

競技ス
ポーツ
の振興

体育協
会運営
補助事
業

3,885

21



評価シート③
大項目「教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務」
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手段 目的 22年度　評価結果【内部】 成果指標名
成果指標
（目標）

教育
方針

努力
目標

政策 施策
事務
事業

22決算
（千円）

成果指標
（実績）

（参考）
２１年度指

標
備考対象

●施設利用者及び団体
●東部スポーツ広場新
体育館

東部スポーツ広場へ体育館の建設を行う為、
測量及び造成設計を行いました。

平成２６年の長崎国体を円滑に開催すること及び、
全市的なスポーツ施設の均衡を図ることで、公平な
市民サービスを提供することを目的に実施しまし
た。

複数年にわたる建設事業の為、適宜見直し
を行ってコスト縮減を行い、効率的・効果的
な事業の進捗を図る必要があります。

体育館整備
進捗率

11

スポー
ツに親
しめる
環境づ
くり

競技ス
ポーツ
の振興

長崎国
体推進
事業

18,037

●第６９回国民体育大
会（長崎がんばらんば国
体）佐世保市開催競技
【ホッケー（成年男女）、
バレーボール（尐年女
子）、ハンドボール、自
転車〔トラック〕、ソフトテ
ニス、軟式野球、アー
チェリー、空手道の８競
技及び３Ｂ体操、スポ
チャンの２行事】　●長
崎がんばらんば国体参
加者及び一般観覧者
（予定者）　●市民

●先催地（千葉国体）の大会視察及び事業概
要説明会に出席しました。●長崎県（県準備
委員会）主催の会議への出席及び国体開催
に向けた協議や調整を行いました。●中央競
技団体正規視察の受け入れ及び競技運営に
必要な各種調査を実施しました。●既存イベ
ントやホームページを活用した広報啓発を実
施しました。

平成２６年度に開催される第６９回国民体育大会
（長崎がんばらんば国体）本市開催競技が、市民総
参加のもと円滑に開催されることを目的に実施しま
した。

●議会、関係機関・団体等の理解を得て推
進組織となる市準備委員会を設立しまし
た。また、県及び競技団体の合意のもと
ホッケー競技が追加となり、本市では８つの
正式競技、２つのデモスポ行事の開催が決
定しました。●今後は開催に向けた各分野
ごとの計画策定や運営に係る各種業務を
推進するとともに、国体開催の機運醸成を
図るため積極的な広報啓発活動を展開し
ていく必要があります。

長崎がんば
らんば国体
開催に向け
た推進組織
の活動状況

6 回 4 回 7
競
技

平成21年度までの成果指
標名は「長崎がんばらんば
国体佐世保市開催協議数」
としていました。

人 129,439 人

体育振興会と体育協会が
合併したことにより、平成２
３年度から事務事業を「体
育協会運営補助事業」に統
合します。

●（財）佐世保市体育協
会　●スポーツ愛好者
●財団所管施設（佐世
保野球場、総合グラウン
ド体育館、陸上競技場
スタンド）

財団所管施設（佐世保野球場、総合グラウン
ド体育館、陸上競技場スタンド）の管理運営、
施設整備やスポーツ教室などの各種事業を
実施するための補助金を交付しました。

●市民が気軽にスポーツに親しめるよう、各種ス
ポーツ教室を開催するなどし、普及・振興を図りまし
た。●施設に関するニーズに対応し、施設利用者
や競技団体が安全で快適に施設を利用できるよう
維持管理に努めました。

　各種スポーツ教室等の開催や、安全で快
適な施設の維持管理に努めることで、ス
ポーツの普及・振興が図られました。

財団所管施
設利用者数

112,000 人 103,320

スポー
ツに親
しめる
環境づ
くり

スポー
ツ施設
の充実

体育振
興会運
営補助
事業

100,030

●スポーツ愛好者　●
公共体育施設（市、県
立）

●適切な施設管理を行うことはもちろん、より
安全で利便性の高い施設の提供を行いまし
た。●指定管理者によるスポーツ施設の管理
運営で更なる効率化を図りました。

誰もが気軽に、楽しく、快適で安全に体育施設を利
用できることを目的に実施しました。

　●適切な施設の維持管理に努めたことに
より、施設利用者数が目標値を３．９％上回
ることができました。（前年比５３，８７５人の
増加）また、年間を通して安定的な施設の
提供を行うことができました。●数値上、効
率性のコスト単価に問題ありとなりました
が、合併に伴う施設の単価の増によるもの
です。

施設利用者
数

944,400 人 981,276 人 927,401 人

●施設利用者及び団体
●市体育施設

●各施設の現状を適切に把握し、計画的な施
設改修を行いました。●「佐世保市耐震改修
促進計画」に基づき、耐震診断調査を行いま
した。

施設利用者が安全で快適に施設を利用できること
を目的に実施しました。

計画的な施設整備を行い、安全で快適な施
設を提供できるよう施設の充実を図りまし
たが、施設利用者の十分な満足が得られ
ませんでした。

スポーツ施
設利用者満
足度

4.3 点 3.8 点 4.1 点

スポー
ツに親
しめる
環境づ
くり

スポー
ツ施設
の充実

長崎国
体施設
整備事
業

3,093

新しい時
代を生き
抜くため
のたくま
しさと豊
かな心を
育むとと
もに、郷
土佐世保
を愛し、
国家及び
国際社会
に貢献す
る市民を
育成す
る。
そのた
め、学
校・家庭・
地域社会
が一体と
なり学び
の社会の
実現をめ
ざし、人
としての
尊厳及び
責務を重
んじた教
育の推進
に努め
る。

健康で活
力にみち
た生涯ス
ポーツ活
動の推進

スポー
ツに親
しめる
環境づ
くり

スポー
ツ施設
の充実

体育施
設整備
事業

186,902

●施設利用者及び団体
●総合グラウンド庭球場
●吉井野球場　●吉井
テニスコート

改修事業を行う為、測量・設計を行いました。
平成２６年の長崎国体を円滑に開催することを目的
に実施しました。

複数年にわたる建設事業の為、適宜見直し
を行ってコスト縮減を行い、効率的・効果的
な事業の進捗を図る必要があります。

施設整備進
捗率

1 ％ 1 ％
H22からの新規事業となり
ます。

スポー
ツに親
しめる
環境づ
くり

スポー
ツ施設
の充実

体育館
建設事
業

73,239

スポー
ツに親
しめる
環境づ
くり

スポー
ツ施設
の充実

体育施
設運営
事業

218,133

％ 6 ％ 1.0 ％
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